
1 
 

   JaNSSL シミュレーション教育指導者認定制度認定審査要領 
   

１．新規申請 
（申請の公示と申請期間） 
第 1条 申請開始 3か月前に公示し 2週間の申請期間を設ける。 
  ２ 申請は年 1 回とする。 
 

（申請条件） 
第 2条 以下の各号をすべて満たす者が申請できる。 

（１）学会の正会員であること。 
（２）学会が開催する看護シミュレーション教育指導者養成コースを受講し、すべてのコースの

修了試験に合格していること。 
   （３）アドバンス２コース修了後に指導サポート講義を受け、2 年以内にベーシックコースとア

ドバンス１コースのアシスタントを各１回以上経験していること。 
   （４）アドバンス２修了日（修了証の日付）より 2年以内であること。 

２ ２年以内に申請を行わなかった者が申請を行うには、アドバンスコース１・２を再度受講 
し、２つのコースの修了試験に合格すること。 

 
（申請条件の特例） 
 第 2 条２ 認定審査制度の確立までの経過措置として、以下の各号に該当する者は、認定制度開始よ

り 3年以内（2026 年度まで）の申請を受け付ける。 
（１） 第 1回および第 2 回アドバンス２の修了者 

   （２） 学会が開催する看護シミュレーション指導者養成コースのすべてのコースで指導に当た 
った者 

  
（認定審査・登録料） 
 第 3 条 認定審査・登録料は 20,000 円とする。 
   ２ 既納の料金は原則として返却しない。 
 
（認定有効期間） 
 第 4 条 認定資格の有効期間は 5 年間とする。 
 
（申請書類） 
 第 5 条 申請では各号に示す書類を事務局宛てに提出するよう申請者に求める。 

（１）認定審査申請書（様式１） 
（２）看護シミュレーション教育指導者養成コースベーシック・アドバンス１・２の修了書（写

し） 
（３）ベーシック・アドバンス１でのアシスタント証明書（各 1 回、計 2回分以上）（写し） 
（４）実践報告書（様式２-1）およびアドバンス 2 修了後に作成・実施したシナリオ 1 本と実践
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動画 
（５）自己評価表（様式３） 
２ 第 2条の２の（２）に該当する申請者は、前項（２）および（３）に代えてベーシック・ア

ドバンス１・２での指導証明書（写し）を提出する。 
 
（認定審査） 
第 6条 認定審査は、理事会のもとに設置された認定審査委員会が行う。 
  ２ 各認定審査委員が申請者の提出されたシナリオと実践動画を評価表（様式４）で評価し、実

践報告書と自己評価を加味して検討し、その後、全委員で議論して理事会への推薦者を決め
る。 

 
（認定） 
第 7条 理事会の承認をもって JaNSSL シミュレーション教育指導者と認定される。 
 

（登録） 
 第 8 条 認定された者には、「JaNSSL シミュレーション教育指導者認定証」が送付され、JaNSSL シ

ミュレーション教育指導者として登録される。 
  ２ 登録者名簿は、学会ホームページで公開する。 
 
 
２．認定の更新 
（申請の公示と申請期間) 
第 1条 新規申請と同時期とする。 
 
（認定更新申請条件） 
第 2条 以下の各号をすべて満たす者が申請できる。 

（１）認定更新申請時において、本学会の正会員であるとともにJaNSSL シミュレーション教育指
導者の認定を受けていること。 

（２）認定更新申請時において、過去 5 年間のシミュレーション教育実践や社会的活動の実績があ
ること。 

  （３）看護シミュレーション教育指導者養成コースベーシック・アドバンス１・２の指導実績があ
ること。 

  
（認定更新に必要な申請書類） 
第 3条 申請では各号に示す書類を事務局宛てに提出するよう認定更新申請者に求める。 

（１）認定審査申請書（様式 1） 
（２）現在取得している「JaNSSL シミュレーション教育指導者認定証」（写し） 
（３）ベーシック・アドバンス１・２での指導証明書（写し） 
（４）実践報告書（様式２-2）には、実践を証明できるものを添付する 
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（認定更新審査・登録料） 
第４条 認定更新審査・登録料は 20,000円とする。 
  ２ 既納の料金は原則として返却しない。 
 
（認定更新審査） 
第 5条 認定更新審査は、理事会のもとに設置された認定審査委員会が行う。 

2  認定審査委員会は、申請者が提出した申請書類一式と研修企画委員会意見書（様式５）に基づい
て検討し、認定の更新が可能な者を理事会に推薦する。  

 
 
（認定更新の承認） 
第 6条 理事会の承認をもって更新となる。 
 
（登録） 
第 7 条 認定の更新が承認された者には、「認定更新；審査結果通知書」とともに新たな「JaNSSL シ

ミュレーション教育指導者認定証」が送付され、JaNSSL シミュレーション教育指導者として
の認定期限が更新される。 

  ２ 登録者名簿は、学会ホームページで公開する。 
 
（認定更新後の有効期間） 
第 8条 認定更新後認定有効期間は 5年間とする。  
 
３．本要領の施行 
（施行期日） 

第 1 条  この要領は 2022年 4月 23 日から施行する。 
第 2条  この要領の一部改訂は、2024 年 11月 7日から施行する。 
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図 認定から更新までの流れ 

ベーシックコース修了

アドバンス１（シナリオ作成）

アドバンス２（指導技法）

シミュレーション教育の実践
コースのアシスタント

認定審査申請 認定審査・登録料（20,000円）

認定審査委員会での審査

理事会承認

登録・認定証送付

認定更新申請 認定更新審査・登録料（20,000円）

認定審査委員会での審査

理事会承認

登録・（新）認定証送付

資格有効期間：5年

アドバンス２修了後、2年以内

 
 
 
 
 
 
 


